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代 表 監 査 委 員 訓 令 

鳥取県代表監査委員訓令第２号 

 鳥取県監査委員事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和７年10月24日 

鳥取県代表監査委員 高  務  裕  子   

   鳥取県監査委員事務局処務規程の一部を改正する訓令 

 

 鳥取県監査委員事務局処務規程（昭和47年鳥取県代表監査委員訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（事務局長の専決事項） 

第２条 次に掲げる事項は、事務局長が専決する。 

(１) 職員（事務局長を除く。以下この条において

同じ。）の分担事務の決定に関すること。 

(２) 略 

(３) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第17

条第１項の規定により任命された職員の給与の決

定に関すること。 

 (４) 略 

(５) 略 

 (６) 略 

 (７) 略 

 

（事務局長の専決事項） 

第２条 次に掲げる事項は、事務局長が専決する。 

(１) 職員（事務局長を除く。以下同じ。）の分担

事務の決定に関すること。 

(２) 略 

 

 

 

(３) 略 

 (４) 略 

 (５) 略 

 (６) 略 

  

附 則 

この訓令は、令和７年10月24日から施行する。 

 

 


